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特
別
児
童
扶
養
手
当
の

手
当
額
が
改
定
さ
れ
ま
し
た

市
役
所
子
育
て
支
援
課  

０
５
８
７(

32)

１
２
９
６  

 

１
０
０
６
８
７
４

　
４
月
分
か
ら
手
当
額
が
左
表
の

と
お
り
改
定
さ
れ
ま
し
た
。

児
童
扶
養
手
当
・
県
遺
児
手
当
・

市
遺
児
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当

現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す

市
役
所
子
育
て
支
援
課  

０
５
８
７(

32)

１
２
９
６  

 

１
０
０
６
８
７
４

　
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
は
現

況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。
現
況

届
は
手
当
の
支
給
要
件
に
該
当
す

る
か
を
確
認
す
る
も
の
で
、
期
限

ま
で
に
提
出
し
な
い
と
支
払
い
が

遅
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
案
内

特別児童扶養手当　手当額
区分 改定前 改定後
１級 52,200 円 52,500 円
２級 34,770 円 34,970 円

 手当額は物価の変動に応じて
額を改定する自動物価スライ
ド制です

な
ど
は
８
月
上
旬
に
送
付
し
ま
す

の
で
、
届
か
な
い
場
合
は
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▼
届
出
期
間
　
児
童
扶
養
手
当
・

県
遺
児
手
当
・
市
遺
児
手
当
⋮
８

月
３
日

（月）
～
31
日

（月）
、
特
別
児
童

扶
養
手
当
⋮
８
月
12
日

（水）
～
９
月

11
日

（金）
▼
届
出
場
所
　
市
役
所
第

１
会
議
室
︵
８
月
の
み
︶、
市
役
所

子
育
て
支
援
課
︵
９
月
の
み
︶、
祖

父
江
支
所
︵
８
月
25
日

（火）
の
み
︶、

平
和
支
所
︵
８
月
27
日

（木）
の
み
︶

　国の新型コロナウイルス感染症経済対策として、
ひとり親世帯を支援するため給付金が支給されます。

1006874
問合先　  市役所子育て支援課　 0587(32)1296

ひ と り 親 世 帯 臨 時 特 別 給 付 金

ひとり親世帯臨時特別給付金専用電話

応対時間　８月３日～ 31 日、午前９時～午後５時（平日のみ）

05870587--3232--26552655

対象　①または②に該当する方で、新型コロナウ
イルス感染症の影響を受けて家計が急変し収入が
減少した方

給付額　1 世帯５万円

２．追加給付

①に該当する方は申請不要（該当者へは、案内を
発送しています。追加給付は申請が必要です）

②③および追加給付に該当する方は申請が必要

申請開始日　８月３日 ( 月 ) から

申請場所　市役所第１会議室（８月のみ）
　　　　　市役所子育て支援課（９月以降）

申請について

１．基本給付

対象　次の①～③のいずれかに該当する方

①令和２年６月分の児童扶養手当が支給される

② 公的年金などを受給していて、令和２年６月分の児
童扶養手当の支給が全額停止される

　※ すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受
けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をし
ていれば、令和２年６月分の児童扶養手当の支給
が全額または一部停止と推測される方も対象

③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急
変するなどして、収入が児童扶養手当を受給してい
る方と同じ水準となっている

給付額　１世帯５万円、第２子以降 1 人につき３万円

　新型コロナウイルス感染症の影響により
小学校の夏季休業期間が短縮されたため、放
課後児童クラブの８月利用料を減額します。
※申請は不要です

●減額前 6,000 円 → 減額後 4,000 円　

問合先　市役所子育て支援課
　　　　 0587(32)1299 1006874

放課後児童クラブの８月利用料を減額します
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全
国
一
斉
「
子
ど
も
の
人
権

１
１
０
番
」
強
化
週
間

市
役
所
市
民
課  

０
５
８
７(

32)

１
３
１
１

　
い
じ
め
・
虐
待
な
ど
、
子
ど
も

の
人
権
に
関
わ
る
悩
み
事
、
心
配

事
な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。
一

短期集中予防サービス　内容など

期間 ところ 内容 講師

５月～翌年２月 市内指定接骨院 機能訓練教室 柔道整復師

５月～翌年３月 利用者宅
訪問栄養相談 管理栄養士
訪問口腔ケア相談 歯科衛生士

問合先　 市役所高齢介護課　 0587(32)1293 1005422

介護予防・生活支援サービス事業

　何かにつかまらないと階段を上れない、何もしていないのに体重が減っ
てきた、汁物などでむせることがあるなど、日常生活に不安がある方は短
期集中予防サービスを利用することができます。
　詳しくは、地域包括支援センターに相談してください。

●短期集中予防サービス
内容　 個別の状態に合わせ、介護予防メニュー

（下表）を提案します
対象　 65 歳以上で基本チェックリストに回答

し、サービス利用が必要と判定された方

個
人
事
業
税
第
１
期
分
の

納
付
を
お
忘
れ
な
く

県
西
尾
張
県
税
事
務
所

０
５
８
６(

45)

３
１
６
９

　
個
人
事
業
税
の
第
１
期
分
の
納

期
限
は
８
月
31
日

（月）
で
す
。
８
月

中
旬
に
県
か
ら
納
税
通
知
書
が
送

付
さ
れ
ま
す
の
で
、
納
期
ま
で
に

納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

第
１
期
分
と
第
２
期
分
の
納
付

書
が
同
封
で
送
付
さ
れ
ま
す
の

で
、
納
付
の
際
は
間
違
え
な
い

よ
う
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い

人
で
悩
ま
ず
気
軽
に
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
と
き
　
８
月
28
日

（金）
～
９
月
３

日
（木）
、
午
前
８
時
30
分
～
午
後
７

時
︵
土
・
日
曜
日
は
午
前
10
時
～

午
後
５
時
︶
▼
相
談
先
　
子
ど
も

の
人
権
１
１
０
番
︵

０
１
２
０

(

０
０
７)

１
１
０
︶、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

不
動
産
の
公
売

市
役
所
収
納
課  

０
５
８
７(

32)

１
２
４
８  

 

１
０
０
５
４
２
５

　
市
税
の
滞
納
に
よ
り
、
市
が
差

し
押
さ
え
た
不
動
産
な
ど
を
入
札

に
よ
り
売
却
し
ま
す
。

▼
と
き
　

11
月
18
日
(水)
、
午
前
10

時
30
分
▼
と
こ
ろ
　
消
防
本
部
講

堂
▼
手
続
き
　
入
札
に
参
加
す
る

に
は
、
公
売
保
証
金
が
必
要
で
す

︵
入
札
当
日
、
午
前
10
時
か
ら
納

付
受
け
付
け
︶。
農
地
の
入
札
に

参
加
す
る
場
合
は
買
受
適
格
証
明

書
が
必
要
で
、
農
地
法
第
３
・
第

５
条
は
９
月
30
日

（水）
ま
で
に
市

農
業
委
員
会
で
手
続
き
が
必
要
で

す
。
詳
し
く
は
、市
役
所
収
納
課
、

支
所
、
市
民
セ
ン
タ
ー
に
あ
る
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
や
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
▼
そ
の

他
　
予
告
な
く
公
売
を
中
止
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す

※ 

会
場
が
例
年
と
異
な
る
た
め
注

意
し
て
く
だ
さ
い

「稲沢市コミュニティバス・稲沢市コミュニティ
バス接続便小学生無料体験乗車券」を配布

問合先　 市役所地域協働課　 0587(32)1146
1001271

　市内の小学生にコミュニティバ
スへの親しみを深めてもらうた
め、市内全路線で使用できる無料
体験乗車券を６枚配布しています。

●対象者
市内の小学生　※保護者は通常料金
（１乗車 200 円）が必要

●有効期間
８月１日 ( 土 ) ～ 31 日 ( 月 )

●配布方法　
市内小学校に通う児童…７月中に各小学校を通じて配布
市外小学校に通う児童…児童の本人確認書類（住所・氏名・生年月日の記載が
あるもの）を持参の上、市役所地域協働課へ

▲コミュニティバス
　（ワゴンタイプ）

じ
ん
け
ん
相
談
＠
名
古
屋
法
務
局

︵
検
索
ID
⋮@

snsjinkensoudan

︶

▼
問
合
先
　
名
古
屋
法
務
局
人

権
擁
護
部
︵

０
５
２(

９
５
２)

８
１
１
１
︶


